
三田市公告第６８号 

 

  入札公告 

 

 下記の業務について制限付一般競争入札を実施するので、三田市契約事務規則（平成

１７年三田市規則第７号）第７条の規定により公告する。 

 

 令和８年６月２３日 

  

三田市長  田村 克也    

 

１ 入札対象業務 

（１）案件番号      三市使第１号 

（２）案件名 申請サポート支援端末「マイナ・アシスト２」導入に係る

賃貸借(リース)契約 

（３）履行期間      令和８年９月１日 から 令和１１年８月３１日 まで 

             （地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約） 

（４）予定価格      公表しない 

（５）最低制限価格    設定しない 

（６）契約保証金     免除 

（７）入札保証金     免除 

（８）調達の形態     機器類賃貸借契約（長期継続契約） 

（９）支払の条件     毎年度４月末日までに当該年度分を一括支払い。ただし、

初年度については、納入確認及び検査完了後、翌月末日ま

でに初年度分を一括支払い。 

 

２ 入札参加資格 

  次の条件をすべて満たす者。 

（１） この公告の日において、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７

条の４の規定に該当していない者であること。 

（２） この公告の日において、三田市の入札参加資格者名簿に登録されている者であ

ること。 

（３） この公告の日から契約予定日までの間に「三田市指名停止基準」に基づく指名停

止を受けている日が含まれているものではないこと。 

（４） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）による更生手続中の者については、会

社更生法に基づく裁判所の更生計画の認可決定までの間、入札参加できない。ま

た、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）による再生手続中の者については、

民事再生法に基づく裁判所の再生計画の認可決定までの間、入札参加できない。

ただし、国土交通省一般競争入札参加資格認定（再認定）がある者はこの限りで



はない。 

（５） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人であってそ

の役員が暴力団員でないこと。 

（６） 仕様書に記載されている要件を履行できること。 

（７） 入札の適正さが阻害されると認められる一定の資本関係又は人的関係のある複

数の者の同一入札への参加は認めない。その取扱いについては以下のとおりと

する。 

 ○資本関係 次のいずれかに該当する複数者の場合。 

①子会社等（会社法（平成 17 年法律第 86 号）第 2 条第 3 号の 2 に規定

する子会社等をいう。②において同じ。）と親会社等（同条第 4 号の 2 

に規定する親会社等をいう。②において同じ。）の関係にある場合 

②親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合 

○人的関係 以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、①については、

会社等（会社法施行規則（平成 18 年法務省令第 12 号）第 2 条

第 3 項第 2 号に規定する会社等をいう。以下同じ。）の一方が民

事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 2 条第 4 号に規定する

再生手続が存続中の会社等又は更生会社（会社更生法（平成 14 

年法律第 154 号）第 2 条第 7 項に規定する更生会社をいう。）で

ある場合を除く。 

①一方の会社等の役員（株式会社の取締役（指名委員会等設置会社にあっ

ては執行役）、持分会社（合名会社、合資会社若しくは合同会社をいう。）

の業務を執行する社員、組合の理事又はこれらに準ずる者をいう。以下

同じ。）が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合 

②一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第 64 条第 2 項又は

会社更生法第 67 条第 1 項の規定により選任された管財人（以下、単

に「管財人」という。）を現に兼ねている場合 

○その他上記と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合 

※上記に該当する者のした入札は無効とする。ただし、入札執行の完了に至るまで

に上記に該当する事実が判明し、基準に該当する者の一者を除く全てが入札を辞

退した場合には、残る一者の入札は無効にならないものとする。 

（８）公告日を基準とし過去 5 年間に国、地方公共団体又はこれに準ずる機関（公団、

公社事業団等）が発注した機器類等賃貸借契約の受注者としての実績があること。 

 

３ 入札等に関する日程、方法等 

（１） 仕様書、入札参加申込書類の配布について 

   ○配布期間  令和８年６月２３日（火）  

～令和８年７月３日（金） 午後３時 



   ○配布方法 三田市ホームページよりダウンロードしてください。 

      ※上記の方法以外での配布は行いません。 

      ※配布期間終了後の提供は行いません。 

 

（２）入札参加申込について 

   ○申込方法 申込場所への持参または郵送とする。 

   ○申込期間 令和 8 年６月２３日（火） 

     ～令和 8 年７月３日（金）午後４時３０分（必着） 

                     （※この期間内の土曜日、日曜日を除く） 

   ○質問期間  令和８年６月２３日（火）～ 令和 8 年７月１日（水） 

   ○質問方法  質問事項を（様式２「質問書」）に入力し、E メールにて提出して

ください。E メールの宛先は、入札参加資格確認結果通知の発信元

に送付してください。提出の際の『様式２「質問書」』はデータで

送付してください。E メール送付後は入札・契約担当あてに、その

旨電話連絡をお願いします。 

○回答方法  三田市ホームページで公開します。 

   ○申込場所 三田市役所 市民生活部 市民課 証明登録係 個人番号カード交付担 

         当（三田市役所 本庁舎１階） 

         〒669-1595 兵庫県三田市三輪２丁目１－１ 

   ○申込書類 ①様式１「制限付一般競争入札参加申込書」 

②過去 5 年間に国、地方公共団体又はこれに準ずる機関（公団、公

社事業団等）が発注した機器類等賃貸借契約の受注者としての実績

があることを示す書類（契約書の写し等） 

※申込は時間厳守とします。また必要書類をすべて提出した時点で申込が済ん 

だものとし、申込期間終了後はいかなる理由があっても受付することはでき 

ません。郵送の場合、郵送事故や遅延の有無にかかわらず、令和８年７月３ 

日（金）午後４時３０分に、申込場所へ必要書類一式が不備なく送達してい 

なければならないものとします。 

※申込書及び資料の作成に要する費用は申込者の負担とします。 

    ※郵送事故を防止するため配達記録が可能な手段で送付してください。 

    ※受付済の申込書及び資料等は返却しません。 

   ○確認結果通知 令和８年７月７日（火）までに E メールにて通知します。 

 

（３）入札参加資格がない旨の通知に対する理由の説明要求提出について 

   入札への参加資格がないと認められたときは、その理由について説明を求めるこ 

とができます。 

   ○提出期間 令和 8 年 7 月７日（火）～ 令和 8 年 7 月９日（木） 

         午前９時～午後３時 



   ○提出場所 三田市役所 市民生活部 市民課 証明登録係 個人番号カード交付担 

         当（三田市役所 本庁舎１階） 

   ○提出方法 市長宛ての書面（任意様式で可）を提出すること。提出場所への持 

参に限ります。 

   ○要求への回答 令和８年７月１３日（月）付けの書面の送付により回答する予 

定です。 

 

（４）質問について 

   ○質問期間 入札参加者資格有の確認結果受領時 

～令和８年７月１３日（月）午後４時３０分 

   ○質問方法 質問事項を（様式２「質問書」）に入力し、E メールにて提出して

ください。E メールの宛先は、入札参加資格確認結果通知の発信元

に送付してください。提出の際の『様式２「質問書」』はデータで

送付してください。E メール送付後は入札・契約担当あてに、その

旨電話連絡をお願いします。 

   ○回答方法 令和８年７月１５日（水）中に三田市ホームページで公開します。 

    ※質問期間終了後はいかなる理由があっても質問は受付しません。 

    ※仕様書が求める要件に合致するか明確でない場合についても質問書で確認

すること。質問書に対する回答結果をもって仕様書の追補と見なします。 

    ※仕様書等に関する質問は一度しか回答できませんのでご注意ください。 

    ※質問にあたっては、理由や影響等が伝わるように記載してください。 

    ※追加でデータでの提出を求める場合もあります。 

 

（５）入札の日時及び場所並びに開札について 

   ○入札日時 令和８年７月１７日（金）午前１０時 

   ○入札場所 三田市役所 本庁舎４階 入札室 

   ○開  札 入札終了後、即時入札者の面前にて行う。 

 

４ その他 

（１）本入札は、一般競争入札のため入札参加資格を持つ者が 1 者であっても、入札及 

   び開札を実施します。 

（２）その他の疑義等については、下記までお問い合わせください。 

 

５ 入札・契約担当 

  三田市役所 市民生活部 市民課 証明登録係 個人番号カード交付担当（三田市役所 

本庁舎１階） 

〒669-1595 兵庫県三田市三輪２丁目１－１ 

（電話）079-563-1111 [内線 5351] （FAX）079-560-2101 

（E メール）simin_u＃city.sanda.lg.jp ←＃を＠に変えて下さい 


